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訓練
時間

教科の細目 基礎研究会における変更・改正の理由

1 物流概論
35
70

物流・ロジスティクスの概念、物流を構成する諸活動、企業における物流、ユニットロー
ド・システム、共同輸送・配送システム、宅配便、物流管理の意義と方法、物流コスト管
理、在庫管理、サプライチェーン管理、物流の技術革新と規制緩和

物流の役割として輸送に関連した内容は全て輸送論で扱っていたが、
企業における物流戦略の重要性から輸送論の一部を物流概論の中で
扱うように変更、これに伴って訓練時間も３５時間から７０時間へ変更
する。

2 物流機械概論 35
機械の要素、物流機械の分類、物流機械の構造・動作原理、物流機械の機能及び性
能、物流機械の取扱方法、保守・安全管理

3 電気工学概論 35
電流、電圧と抵抗、電力と電力量、電気と磁気、直流と交流、三相交流、測定器と測定
法、変圧器、電動機、電気材料、電気応用機器

4 情報工学概論 70
ハードウェア、ソフトウェア、コンピュータの種類、コンピュータの基本構成、論理演算、メ
モリの構成、命令実行サイクル、周辺装置、半導体素子、デジタルとアナログ、OS、アプ
リケーションソフト、ネットワーク、知的財産権、プログラミング言語

5 輸送論
70
35

輸送の定義・種類と機能、鉄道輸送、自動車輪送、船舶輸送、航空輸送、輸送システ
ム、ユニットロード・システム、共同輸送・配送システム、国際複合一貫輪送、コンテナ輸
送、宅配便、関係法令

企業における物流戦略の重要性から物流概論への内容移動と関係法
令を関連法規の中で扱うように変更する。これに伴い、訓練時間を７０
時間から３５時間へ変更する。

6 貿易論 35
貿易経済知識、貿易と環境、マーケティング、貿易の流れ、信用状の実務、貿易書類と
手続き、貿易法務、外国為替、貿易保険、通関知識、貿易とクレーム

7 生産工学 35
生産計画、工程管理、在庫管理、品質管理、設備管理、標準作業、原価管理、工業法
規・規格、信頼性理論

8 安全衛生工学 35
安全衛生法規、安全の原理と意義、安全基準、標準作業、衛生管理、労働環境、災害
事例、災害防止対策、安全点検、保護具、危険予知

9
関連法規
関係法規

35
物流行政と関連関係法制度、物流三法、港湾法、港湾運送事業法、港湾労働法、倉庫
業法、労働安全衛生法

別表六の記載に合わせ変更した。

系基礎学科
合計

385

訓練科 物流システム系　【共通】（改定案） ※赤字は削除、青字は追加。

系
基
礎
学
科

教科の科目

目、技能照査の基準の細目として定めている。教科

の細目では教科の標準的な内容と時間数を、設備の

細目では具体的な設備の名称と台数を、技能照査の

基準の細目では教科の科目について習得すべき技能

または知識の水準に達しているか否かを判定してい

るかを詳細に示している。 

これらを変更する場合は、当該専攻科の学生の仕

上がり像として適切なものであり、その理由を客観

的な指標等で証明できる場合としている。 

 

５．各系専攻科の見直し提案 

見直しの提案は、基礎研究会及びヒアリング調査

で検討した結果を踏まえ、各系専攻科から教科の細

目、設備の細目、技能照査の基準の細目ごとに表 3

に示したとおりである。 

各見直し提案表（表 4）は、最終的に厚生労働省

との討議を踏まえ、赤字で削除、青字で追加し、右

欄にはその変更・改正理由を付している。 

 

表３ 各系専攻科の見直し個所の有無 

系 専攻科名 
見直し箇所の有無 

教科細目 設備細目 
技能照査の基準の細目 

輸送機器整備技術系 航空機整備科 有 有 有 

物流システム系 
港湾流通科 有 無 有 

物流情報科 有 無 有 

接客サービス技術系 ホテルビジネス科 有 無 有 

調理技術系 調理技術科 有 有 無 

 

表４ 教科の細目の見直し提案表（例 物流システム系） 

その他に技能照査の基準の細目については、「教

科の科目について習得すべき技能または知識の水準

に達しているか否か」を判定するため、どの技能照

査の基準の細目がどの教科の科目の評価をおこなう

のか、技能照査の基準の細目と教科の科目の対応表

を作成して照合した。 

主な見直しの内容（表 5）は、業界の現状や学生

の就職先のニーズを鑑みて、教科の科目の訓練時間

数の変更及びその教科の細目の追加、削除や科目名

の変更、設備細目は教科の科目の内容に応じて用語

等の統一、変更をおこなった。技能照査の基準の細

目は教科の科目に応じた変更、追加をし、基礎研究

会の中で技能照査の基準の細目と教科の科目の対応

の検討をおこなった。 

表５ 主な見直しの内容 
系 専攻科名 主な見直し内容 

輸送機器整備技術系 航空機整備科 教科の科目の時間数を変更、それに伴う細目を変更 

技能照査の基準の細目と教科の科目の評価の照合 

物流システム系 

港湾流通科 教科の科目の時間数を変更、それに伴う細目を変更 

科目名の変更、それに対応した細目を変更 

技能照査の基準の細目と教科の科目の評価の照合 

物流情報科 教科の科目の時間数を変更、それに伴う細目を変更 

技能照査の基準の細目の整理 

技能照査の基準の細目と教科の科目の評価の照合 

接客サービス技術系 ホテルビジネ

ス科 

インバウンド関連科目の新設、それに伴う教科の細目

、技能照査の基準の細目の追加 

技能照査の基準の細目と教科の科目の評価の照合 

調理技術系 調理技術科 教科の細目の追加、削除 

設備の細目に機器を追加 

また機構にある系専攻科においては、大学校カリ

キュラム検討委員会と連携して見直しの提案を取り

まとめた。 

 

６．まとめ 

 本研究は4年に1回の調査で、基礎研究会を延べ4回、

6施設のヒアリング調査をとおして、多くの方々から

基準の見直しに係る要望や意見をはじめ訓練の実施

状況等について、現場の声を少なからず訓練基準の

改正に反映でき、アンケート調査とは一味違う率直

な意見・要望や訓練の現状、また普段知る機会が少

ない希少科について貴重な調査となったと考える。 

その対象分野は、基準はあるが実際に設置が少な

い専攻科で、例えば輸送機械整備技術系航空機整備

科は全国に1校しかなく、総訓練時間のうち訓練基準

の時間数が他の系で概ね60％程度規定されているの

に対して、約75％程度規定されている。これは他省

庁が絡む資格との兼ね合いからこのようになってい

る。該当科からは、訓練基準の縛りがありカリキュ

ラム編成に苦労することがあるという意見もあった。

また調理技術系調理技術科では全国で認定訓練施設3

校が実施しているうち2校についは創立から30年余り

の伝統校であるが、若年者の減少の影響もあり募集

活動に苦慮していて、専攻科の存続が危ぶまれてい

る。一方残りの1校については、平成30年度新設され

た校であり、地域の活性化、業界からの人材不足の

要望を受けて、学生がすべて地域事業所の在職者と

いうユニークな方法で実施している。 

この対象分野は、非ものづくり系の個性的な職業

訓練で、日本の文化技能の伝承という視点、産業動

向や人材育成ニーズ等を踏まえて、抜本的に系専攻

科のあり方の検討をおこなう必要性があると考える。 

基礎研究会で取りまとめた見直し案は、訓練基準

の改正に資する参考資料として厚生労働省に提出し

た。 

最後に、本研究にご協力いただいた皆様に感謝申

し上げる。 
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